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   開     議 

 

 

○渋谷佐輔議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、泡渕栄人地方創生戦略監兼教育戦略監、

川村直人教育参事並びに鈴木良弘選挙管理委員

会事務局長兼監査委員事務局長から本日の会議

を欠席させてほしい旨の届け出がありましたの

でご報告いたします。 

 また、横山照康産業活力推進課長から本日の

会議を欠席させてほしい旨の届け出があり、佐

藤裕子産業活力推進課補佐が出席しております

のでご報告いたします。 

 ここで、本日の本会議運営について、議会運

営委員会の報告を求めます。 

 町田義昭議会運営委員長。 

  （町田義昭議会運営委員長登壇） 

○町田義昭議会運営委員長 おはようございます。 

 本日の本会議運営について、先ほど議会運営

委員会を開催し、協議いたしましたので、その

結果をご報告いたします。 

 初めに、２月27日の本会議において各常任委

員会及び予算特別委員会に付託されました議案

等の審査結果を各常任委員会委員長、予算特別

委員会委員長から報告を受け、それぞれ質疑、

討論、表決を行います。 

 なお、議案第１号、議案第２号、議案第７号、

議案第10号にそれぞれ反対１名、賛成１名の討

論の通告がなされております。 

 次に、本日追加提案されます議案について申

し上げます。 

 追加議案は、議事日程第５号のとおり、一般

議案１件、予算案２件、諮問３件であります。 

 追加議案の審議につきましては、付託議案の

表決終了後に、議長から委員会付託を省略し、

全員による審議を諮っていただき、決定後、そ

れぞれ提案説明を受け、質疑、討論、表決を行

います。 

 なお、人事案件については、申し合わせにの

っとり、提案説明後、質疑と討論を省略し、直

ちに表決することといたします。 

 追加議案の審議終了後、議長から議員派遣の

報告を受けます。 

 全日程終了後、市長並びに議長から挨拶を受

けて定例会を閉会とすることといたします。 

 以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、報告といたします。 

○渋谷佐輔議長 本日の会議は、ただいまの議会

運営委員長報告のとおり、配付しております議

事日程第５号をもって進めます。 

 それでは、直ちに本日の会議に入ります。 

 

 

 日程第１ 議案第１２号 指定管理 

 者の指定外３１件 

 

 

○渋谷佐輔議長 日程第１、議案第12号 指定管

理者の指定から日程第32、議案第11号 平成31

年度長井市水道事業会計予算までの32件を一括

議題といたします。 

 

 

 総務常任委員会審査報告 

 

 

○渋谷佐輔議長 初めに、総務常任委員会の審査

の報告を求めます。 

 赤間 広総務常任委員長。 

  （赤間 広総務常任委員長登壇） 
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○赤間 広総務常任委員長 おはようございます。 

 総務常任委員会審査報告をさせていただきま

す。 

 平成31年第１回市議会定例会において総務常

任委員会に付託になりました議案11件について、

審査いたしました経過と結果についてご報告申

し上げます。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月８日

に開催し、委員全員出席のもと、当局関係者の

出席を求め、審査をいたしております。 

 それでは、議案第12号から議案第17号までの

指定管理者の指定について、６件について、関

連がありますので一括して申し上げます。 

 議案第12号では、長井市中央コミュニティセ

ンターの管理について、長井市中央コミュニテ

ィセンター運営協議会を、議案第13号では、長

井市致芳コミュニティセンターの管理について、

長井市致芳コミュニティセンター運営協議会を、

議案第14号では、長井市西根コミュニティセン

ターの管理について、長井市西根コミュニティ

センター運営協議会を、議案第15号では、長井

市平野コミュニティセンターの管理について、

長井市平野コミュニティセンター運営協議会を、

議案第16号では、長井市伊佐沢コミュニティセ

ンターの管理について、長井市伊佐沢コミュニ

ティセンター運営協議会を、議案第17号では、

長井市豊田コミュニティセンターの管理につい

て、長井市豊田コミュニティセンターの運営協

議会を、それぞれ指定管理者に指定し、各コミ

ュニティセンターの管理・運営をさせるため提

案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、館長の勤務形態、

職員の処遇や指定管理の業務範囲等が変更にな

った場合、委託料を変更するのかとの質疑がな

され、地域づくり推進課長からは、委託料につ

いては仕様書に基づき設定していることから、

必要に応じて仕様書を変更の上、変更契約を締

結することになるとの答弁を受けたところであ

ります。 

 また、委員からは、職員の処遇改善に関して

は、コミュニティセンターからどの程度の要望

があるか、また、新年度以降、処遇改善に関す

る協議の場の持ち方について、どのように考え

ているかとの質疑がなされ、地域づくり推進課

長からは、処遇改善に関する個別の要望書とい

うものは出されていないが、予算要求資料の中

にそれぞれの要望が盛り込まれており、調整し

ている。処遇改善については、毎月開催してい

る館長会議等の場で意見交換を行っていくとの

答弁を受けたところであります。 

 さらに、委員からは、これまで公民館として

実施してきたスポーツ大会等の事業メニューは

そのまま残るのか、残るとすれば、担当課はど

こになるかとの質疑がなされ、地域づくり推進

課長からは、平成30年度に実施した事業につい

ては、おおむね新年度の事業計画にも盛り込ま

れているようだ。コミュニティセンターに関す

る事業であれば地域づくり推進課が担当となる

が、自治公民館の事業、例えば、分館対抗のス

ポーツ大会であれば文化生涯学習課が担当とな

るとの答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、議案第12号から議案第17号まで

の６件については、いずれも全員一致で原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第24号 長井市第五次総合計画後

期基本計画の策定について申し上げます。 

 本案は、まちづくり基本条例第13条第２項の

規定に基づき、長井市第五次総合計画後期基本

計画を策定するため提案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、各項目における目

標については、どのような基準に基づき設定し

たものか、また、設定した目標の達成に向けた

取り組みについてはどのように考えているかと

の質疑がなされ、地方創生参事からは、努力し

なくても達成できるような低い基準ではなく、

頑張って初めて達成できるような基準となるよ
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う、より具体的な数値目標を設定した。各担当

課とも目標については必ずクリアするという共

通認識を持っているとの答弁を受けたところで

あります。 

 また、委員からは、目標値について、例えば、

何年に１度のように見直しの時期を定めている

かとの質疑がなされ、地方創生参事からは、毎

年ＰＤＣＡサイクルによるチェックを行い、余

りにも実態とかけ離れてしまった目標について

は、見直しを行うことも必要だと考えていると

の答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第26号 長井市旧長井小学校第一

校舎条例の一部を改正する条例の制定について

申し上げます。 

 本案は、長井市旧長井小学校第一校舎の住居

番号の変更に伴い、所要の改正を行うため提案

されたものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第27号 長井市公益的法人等への

職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について申し上げます。 

 本案は、一般社団法人やまがたアルカディア

観光局に職員を派遣するため提案されたもので

あります。 

 質疑に入り、委員からは、やまがたアルカデ

ィア観光局に職員の派遣を必要とする理由は何

かとの質疑がなされ、商工観光課長からは、観

光局を構成する２市２町間の調整に加え、立ち

上げから３年程度は広く地域の魅力を発信する

とともに、この地域を訪れる来訪者を受け入れ

るためのシステムづくりを進める必要があると

の答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、現在、地場産業振興セン

ターに派遣され、やまがた長井観光局の業務を

担っている職員の派遣先をやまがたアルカディ

ア観光局に変更するのか。また、派遣職員の人

数はどのように考えているかとの質疑がなされ、

総務課長からは、やまがた長井観光局の業務を

引き継ぐ形で３名の派遣を予定しているとの答

弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、派遣の期間や組織として

の将来的な自立についてはどのように考えてい

るかとの質疑がなされ、総務参事からは、法の

定めでは、原則として３年以内、本人の同意が

あれば２年の延長が可能とされているが、外部

への職員派遣は極めて例外的な措置であり、や

まがたアルカディア観光局についても、将来的

には自立という方向で考えているとの答弁を受

けたところであります。 

 さらに、委員からは、やまがた長井アルカデ

ィア観光局における南陽市、飯豊町、白鷹町か

らの職員体制はどのようになっているかとの質

疑がなされ、商工観光課長からは、飯豊町、白

鷹町については、地方創生推進交付金を充当し

て臨時職員を雇用する。南陽市については、南

陽市観光協会の職員が観光局の業務に従事する

予定であるとの答弁を受けたところであります。 

 また、委員からは、派遣職員については、指

揮命令権は派遣先に移るのか、また、特に遠方

に派遣される職員について、研修や健康診断等

の面で不利益を受けるようなことはないかとの

質疑がなされ、総務課長からは、派遣先の職員

として扱われることとなるが、検診については

従来どおり受けることができる。研修について

も、派遣先に理解を求めながら、可能な限り参

加してもらうように要請している。特に遠方の

職員については、業務報告や市長面談の場をあ

わせて設定する等、工夫をしているとの答弁を

受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第28号 長井市特別職に属する者

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の
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制定について申し上げます。 

 本案は、農業委員会等に関する法律の一部改

正に伴い、所要の改正を行うため提案されたも

のであります。 

 質疑に入り、委員からは、本市における農業

委員の活動内容を能率給の対象とされた項目に

当てはめた場合、満額の支給となるかとの質疑

がなされ、農業委員会事務局長からは、活動実

績については、各委員とも月１回以上の活動実

績があり、条件に該当すると思われる。成果実

績については、農地集積の実績はあるものの、

それが農業委員会の活動によるものかどうかに

ついて、精査が必要であるとの答弁を受けたと

ころであります。 

 また、委員からは、成果実績について、農地

の異動実績により、それぞれの支給額に差が生

じるのか、それとも長井市全体でのカウントと

なり、全委員、推進員一律の支給となるのかと

の質疑がなされ、農業委員会事務局長からは、

国からの交付金は、個人に対してではなく農業

委員会に対して交付される、その上でかかわっ

た面積に応じて配分額が変わるという可能性は

あるが、具体的な配分方法については、他の自

治体の例等も参考にしながら検討を行い、３月

の農業委員会で説明する予定であるとの答弁を

受けたところであります。 

 また、委員からは、この制度を導入する目的

は何か、また、成果実績について、成果をはか

る基準は何かとの質疑がなされ、農業委員会事

務局長からは、国の方針として、担い手への農

地の集積を加速化させ、生産コストの削減を図

るとともに農家の所得向上を図ることが目的で

あり、成果をはかる基準は、担い手への農地集

積の成果と遊休農地の発生防止、解消の成果の

２つであるとの答弁を受けたところであります。 

 さらに、委員からは、成果についての判断は

誰が行うのかとの質疑がなされ、農業委員会事

務局長からは、最終的には会長が判断して国に

申請するとの答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第30号 災害弔慰金の支給等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

申し上げます。 

 本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の

改正により、災害援護資金の貸付利率、保証人

の有無について、市町村の判断により定めるこ

とができるようになったことから、貸し付けに

係る運用の改善及び被災者支援の充実を図るた

め提案されたものであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で総務常任委員会に付託になりました案

件審査の報告を終わります。 

○渋谷佐輔議長 15番、町田義昭議員。 

○１５番 町田義昭議員 ただいま総務委員長か

ら報告がございましたけれども、年のせいでち

ょっと難聴ぎみになっておりますので聞き取れ

なかった部分があったわけでございます。それ

は会議日程でございますけども、３月の８日と

いうふうに聞こえたんですけれども、その部分

について確認をしたいなと思いました。 

 と申しますのは、３月の８日は文教委員会協

議会を開催しておりますので、その点について

確認を願いたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 赤間 広総務常任委員長。 

○赤間 広総務常任委員長 ３月７日ということ

でございます。ご訂正申し上げます。 

○渋谷佐輔議長 そのほかございませんか。 

 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 総務常任委員長にお聞き

します。西置賜革新懇話会が2017年８月10日に、

同年の９月定例議会に提出しました憲法９条を

改憲しないよう国に求める意見書提出の請願、

６度継続審議になり、今回総務常任委員会で７

度目の審議が行われましたが、審議の結果はど



 

―１９０― 

うなったでしょうか。なぜそうなったのか、理

由もお聞かせください。 

○渋谷佐輔議長 赤間 広総務常任委員長。 

○赤間 広総務常任委員長 慎重なる審査をさせ

ていただいたところでございます。委員からは

継続審査の申し出がありまして、直ちに総務常

任委員会で継続審査するかしないかの採決を行

いました。そのとき、結果的には継続審査とい

うふうになったわけでございます。 

○渋谷佐輔議長 そのほかはございませんか。 

 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 理由というのもお聞かせ

いただきたいんですけども。私は紹介議員とし

て出席いたしましたが、継続審議の理由という

のが、憲法問題は国会で議論することで地方議

会になじまない、国会の論議を見るべきという

ことだったと思います。 

 もう一つ、その継続審議ということですが、

現在の議員の任期は５月４日までです。それま

で総務常任委員会が開かれず、本会議も開かれ

なければ審議未了、廃案になると思われますが、

その認識でよろしいでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 今泉議員に申し上げます。総務

常任委員長の報告に対して質問でございますの

で、ただいまのは意見ということで捉えさせて

いただきます。 

○８番 今泉春江議員 はい。 

○渋谷佐輔議長 そのほかございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ほかに質疑もないので、質疑を

終結いたします。 

 それでは、日程第１、議案第12号 指定管理

者の指定についてから日程第11、議案第30号 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてまでの11件について、

討論の通告がありませんので討論を終結し、順

次採決いたします。 

 まず、日程第１、議案第12号 指定管理者の

指定について、１件について、総務委員長の報

告は原案可決であります。総務委員長報告のと

おり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第12号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第２、議案第13号 指定管理者の

指定についての１件について、総務委員長の報

告は原案可決であります。総務委員長報告のと

おり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第13号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第３、議案第14号 指定管理者の

指定について、１件について、総務委員長の報

告は原案可決であります。総務委員長報告のと

おり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第14号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第４、議案第15号 指定管理者の

指定について、１件について、総務委員長の報

告は原案可決であります。総務委員長報告のと

おり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第15号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第５、議案第16号 指定管理者の

指定について、１件について、総務委員長の報

告は原案可決であります。総務委員長報告のと

おり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第16号は、総務委員長報告のとおり決定い
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たしました。 

 次に、日程第６、議案第17号 指定管理者の

指定について、１件について、総務委員長の報

告は原案可決であります。総務委員長報告のと

おり決するに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第17号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第７、議案第24号 長井市第五次

総合計画後期基本計画の策定についての１件に

ついて、総務委員長の報告は原案可決でありま

す。総務委員長報告のとおり決するに賛成の議

員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第24号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第８、議案第26号 長井市旧長井

小学校第一校舎条例の一部を改正する条例の制

定について、１件について、総務委員長の報告

は原案可決であります。総務委員長報告のとお

り決するにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 異議なしと認めます。よって、

議案第26号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第９、議案第27号 長井市公益的

法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についての１件について、

総務委員長の報告は原案可決であります。総務

委員長報告のとおり決するにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。よって、

議案第27号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第10、議案第28号 長井市特別職

に属する者の給与等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、１件について、総務

委員長の報告は原案可決であります。総務委員

長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 異議なしと認めます。よって、

議案第28号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第11、議案第30号 災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、１件について、総務委員長の報告

は原案可決であります。総務委員長報告のとお

り決するにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。よって、

議案第30号は、総務委員長報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、文教……。 

 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 この際、動議を提出いた

します。 

 総務常任委員会に付託され、審査中の平成29

年請願第１号については、会議規則第44条第１

項の規定により、本日午後１時までに審査を終

了するよう期限をつけることを望みます。 

 請願は、憲法第16条に基づく市民の権利であ

り、その権利は最大限尊重され、生かされなけ

ればならないからです。 

 地方自治体、議会が国会と関係行政庁に意見

書を提出することは、地方自治法第99条に定め

る権利です。長井市は平和都市宣言の市です。

この請願を採択し、市民と国民の願いに応える

よう提案し、動議といたします。 

○渋谷佐輔議長 ただいま８番、今泉春江議員か

ら、総務委員会に付託され、審査中の請願第１

号について、本日午後１時までの審査を終了す

るよう、期限をつけることの動議が出されまし

たが、この動議は、所定の賛成者がありません
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でしたので、不成立となりました。 

 

 

 文教常任委員会審査報告 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、文教常任委員会の審査の

……。 

（「言ってねべ賛成って。聞こえねがった。」

と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 はい、賛成の声が聞こえません

でした。 

 次に、文教常任委員会の審査の報告を求めま

す。 

 安部 隆委員長。 

（「賛成と言いましたけども。」と呼ぶ者あ

り） 

○渋谷佐輔議長 聞こえませんでした。 

 安部 隆委員長、報告をお願いします。 

  （安部 隆文教常任委員長登壇） 

○安部 隆文教常任委員長 文教常任委員会の報

告をいたします。 

 平成31年第１回市議会定例会において文教常

任委員会に付託されました議案２件について、

審査いたしました経過と結果についてご報告い

たします。 

 本委員会は、会議日程に従い、去る３月８日

に開催し、委員全員出席のもと、当局関係者の

出席を求め、審査いたしました。 

 それでは、議案第18号 指定管理者の指定に

ついて申し上げます。議案第18号は、長井市中

央コミュニティセンターの運営協議会を指定管

理者に指定し、長井市勤労青少年ホーム、長井

市市民体育館及び長井市テニスコートの管理を

行わせるために提案されたものであります。 

 質疑に入り、委員からは、長井市テニスコー

トは、あやめ公園のテニスコートと紛らわしい

と思うが、今まで市民が混乱することはなかっ

たのかとの質疑がなされ、文化生涯学習課長か

らは、そのような意見を伺ったことはないとの

答弁を受けました。 

 また、委員からは、あやめ公園のテニスコー

トが整備されて大変よくなったので、生涯スポ

ーツ課との関係もあると思うが、もう少しわか

りやすい名称にできないかとの質疑がなされ、

教育長からは、初めて使う方でも混同しないよ

うに、生涯スポーツ課等と一緒に検討していき

たいと答弁を受けました。 

 さらに、委員からは、市民体育館の雨漏り等

の大規模改修については、指定の期間である３

年間に、指定管理の経費とは別に検討していく

ということでよいのかとの質疑がなされ、文化

生涯学習課長からは、雨漏りについては、これ

まで何度も現場を踏査して原因などを調査して

きたが、なかなか特定まで至っていない状況で

ある。しかし、床が大分傷んでいることは現場

を見て確認しており、体育館の老朽化対策は必

要であると考えています。 

 今後の整備については、社会体育施設全体の

長寿命化計画などを立てながら進めていかなけ

ればならないと教育委員会の中で話をしている

と。したがって、指定管理料とは別にそのよう

な対応もしていかなければならないと考えてい

るところであるとの答弁を受けました。 

 また、委員からは、３つの施設のほかに中央

地区公民館「ふらり」があり、道の駅ができた

ことによる駐車場等のトラブルが当初心配され

ていましたが、約２年経過し、問題点はあるの

かとの質疑がなされ、文化生涯学習課長からは、

駐車場でのトラブルや苦情等は寄せられていな

いとの答弁を受けたところであります。 

 採決の結果、本案は、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第34号 長井市公民館の設置及び

管理に関する条例を廃止する条例の設定につい

て申し上げます。 


